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「気象警報発令時における児童の登校･下校」について 

 

 日頃は本校教育活動にご理解･ご協力をいただきまして厚くお礼申し上げます。  

この度、気象庁による新しい防災気象情報の運用が開始されたことから、見出しのことにつ
きまして、本校での対応を下記のとおり、一部変更します。登校時の状況によっては、対応
の仕方が異なる場合もあるかと思いますが、お子様の安全を第一に考えてご判断をお願いい
たします。 

記 

１ 台風等異常気象時の対応 

（１）「暴風（雪）警報」が発表された場合 

○ 児童の登校前に岡崎市に「暴風（雪）警報」が発表されている場合 

①午前６時までに暴風（雪）警報が解除された場合 

・平常授業となります。 

②午前６時以降、午前１１時までに暴風（雪）警報が解除された場合 

   ・午後１時に始業となります。 

   ・通学班の集合場所に、通常の集合時刻の５時間後（例 ７時３０分集合の班は１２時３０
分）に集まって、通学班登校をします。 

③午前１１時を過ぎても暴風（雪）警報が解除されない場合 

・臨時休業となります。 

   ※①②の場合でも、道路の冠水や河川の増水等により、登校が困難と学校または保護者が判断
したときは、自宅待機とします。 

○ 児童の登校後に岡崎市に「暴風（雪）警報」が発表された場合 

①気象及び通学路の状況等から、児童を安全に帰宅させうると判断したときは、授業を中止し速
やかに下校させます。 

②気象及び通学路の状況等から、下校が危険と認められるときは、児童の安全を校内において確保

し、保護者へお迎えを依頼します。 
※対応方法については、学校情報メールで連絡します。 

 
（２）「特別警報」が発表された場合 

○ 児童の登校前に岡崎市に「特別警報」が発表されている場合 

①授業は行わず、自宅待機です。 

②特別警報解除後も、安全に登校させうると判断できるまで授業を行いません。 

※授業を行う場合は、学校情報メールで連絡します。 

○ 児童の登校後に岡崎市に「特別警報」が発表された場合 

①児童の生命及び安全を確保するため、校内待機とします。 
②児童を校内待機とした場合は、特別警報解除後も、安全に下校させうると判断できるまでは
下校させません。 
※対応方法については、学校情報メールで連絡します。 

 

 



（３）防災気象情報「大雨・河川氾濫・土砂災害・高潮」が発表された場合 
種類 登校前 登校後 

レベル５「特別警報」 自宅待機 校内待機 

校内の高い場所に移動 

レベル４「危険警報」 自宅待機 校内待機 

保護者への引き渡し等 

レベル３「警報」 平常授業 平常授業 

レベル２「注意報」 平常授業 平常授業 

※どの場合でも、道路の冠水や河川の増水等により、登校が危険なであると保護者の
方が判断される場合には自宅待機とします。なお、その際には児童の安全確認のた
め、学校へご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

２ 地震発生時及び「南海トラフ地震臨時情報」が発表された際の対応 

（１） 事前に情報がない状態で地震が発生した場合 
①児童が在宅時に震度５弱以上の地震が発生した場合、学校は臨時休校とします。 

（２） 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合 
①原則として、通常どおりの教育活動を行う。 

②校外活動については、発表後に出発する場合は、一時見合わせ、校外で活動中の場合 

は、いつでも帰校できるよう準備をします。 

（３） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合 
①原則として、通常どおりの教育活動を行う。 

②校外活動については、発表後に出発する場合は、一時見合わせ、校外で活動中の場合 

は、いつでも帰校できるよう準備をします。 

（４） 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 
①児童の安全確保に留意しながら、原則として通常の授業や行事は行い、授業終了後に 

は、児童を速やかに下校させます。 

②校外活動については、発表後に出発する場合は延期（中止）。校外で活動中の場合は、 

速やかに帰校する。 

③部活動については、実施しない。 

④学校立地条件（土砂災害警戒区域なども含む）や児童の登下校の状況を勘案して、 

必要と判断した場合には、臨時休校とすることがある。 

（５） 南海トラフ地震臨時情報（調査終了） 
①通常どおりの教育活動を行う。 

※土砂災害警戒区域等については個別の対応をする場合もある。 

  

３ その他  
・気象情報や関係機関との連絡調整により、対応を決定します。なお、不測の事態が生
じた場合は、ここで示した対応を変更する場合があります。 

  ・給食の実施について、市から変更連絡がある場合は、学校配信メール等で通知します。
状況によっては、弁当持参を依頼する場合があります。 

  ・下校時刻が変更された際に、お子様の下校について不都合が生じる場合は、学校まで
ご連絡ください。 

  ・学校配信メール等の通信機能が使用できない場合や判断に迷う場合は、お子様の安全
確保を優先して行動してください。 

（本件に関する問い合わせ：岡崎市立細川小学校 教頭 TEL ４５－２７０１） 


